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学校教育分野で専門職大学院を構想するとき、校長等を中心とする管理・経営的な

立場にいる者を対象に、いわゆる高度職業専門人としてこれを育成し、このことによ

って単位学校の教育改善を図るための専攻を考えることはたやすい。
しかし、単位学

校の教育改善を実現するためには、管理・経営的な面だけでなく、教育活動の本質的

な業務である教室における個別教科の授業改善を図ることが必須となる。 本論では、

この視点に立ち、専門職大学院構想として、個別教科の授業改善を図り、それによっ

て単位学校全体の教育力を高めるための取り組みを指導できる高度専門職業人を養成

するための専攻として、学校教育実践コーディネータ専攻の構想について論じる。
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1.はじめに

専門職大学院構想は、それに先行する専門大学

院の設置とその反省をもとにして出てきたもので

あるO専門大学院は、平成11年に高度専門職業

人の養成を目的に、野寺の修士課程の中の-類型

として位置づけられて始まった。 l)しかし、わず

か数年のうちに、専門大学院に託された意図が、

専門職大学院という新しい名称の構想-と引き継

がれることとなった。

この理由は、専門大学院に込められた意図が、

現行の修士課程の枠内では実現されにくいという

ことにある。 現行の修士課程の設置目的は、「広

い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野にお

ける研究能力又は高度の専門性を要する職業等に

必要な高度の能力を養うこと」2)であり、基本的

に研究者養成としての機能を帯びており、学問的

な研究能力の育成に重きが置かれ、研究面が強調

されている。

専門大学院に込められた意図は、高度専門職業

人の養成という目的に現れているように、学問的

な研究能力より、専門的職業の遂行に当たるため

の高度な能力を育成するという実践面を強調して

いる。したがって、この専門大学院の意図と、現

行の修士課程の役割がそれぞれ異なった目的を志

向しているため、前者を後者の枠組みで実現する

ことははなはだ無理があった。

この矛盾を解くために、名称を新たに専門職大

朝完とし、これを現行の修士課程とは異なった新

たな大学院制度として位置づけることとなった。

専門職大学院の目的は、「高度の専門性が求めら

れる職業を担うための深い学識及び卓越した能力

を培う」3)こととされた。

これに対応し、学位の名称も、現行の修士課程

の場合が修士学位であるのに対し、専門職大朝完

では、専門職学位とされた。 専門職学位はあくま

で修士の学位であるが、「専門職」ないしは「専

門職学位」というただし書きが括弧書きで付記さ

れる。4)
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2.専門職大朝完の性格

以上のような意図を含め、新たな大学院制度と

して位置づけられた専門職大朝堤は、以下の特徴

'-・蝣十):

・研究者養成を目的としない。 .
・個別の研究指導は必須でなく、授業科目

の履修のみを必須とする。

・授業は事例研究、討論、現地調査、実習

その他で、双方向授業を行う。

・専任教官を必置とし、実務家教員を置く。

専門職大学院の専攻分野として、次の2つが大

別される5)
。

・国家資格等め職業資格と関連した専攻分

野

・社会的に高度な専門職業能力を有する人

材の養成が必要とされている専攻分野

以上のことを踏まえ、専門職大学院を設置する

場合には、以下の4づの視点からの考察が必要と

なる。

・対象「

・資格授与

・就職先

・実務家教員

対象は、専門職大学院へ入学する学生のことで

ある。

授与資格は専門職大学院を修了することに

よって修了生た与えられる資格を意味する。 就職

先は、修了生が就職することが期待される仕事の

ことである。

実務家教員は、専攻分野において5年以上の実

務の経験を有し、かつ高度の実務能力を有する者

であり、実践的な教育を担う。

以上の4つの視点を、. 専門職大学院としてもっ

とも典型的で分かりやすい専攻分野である法科大

学院を例にとり、当てはめてみると、次のように

なる。

・対象:法学部の学生

・資格授与:司法試験受験資格

・就職先:法曹界

・~実務家教員:弁護士、検事など

法科大学院の勢合には、国家資格につながる明

確な資格授与がなされ、実務家教員も具体的に考

えやすい。

専門職大学院の専攻分野の大別は上で述べたと

おりで、具体的に構想されているものには、経営

管理、公衆衛生、医療経営、法務、知的財産」公

共政策、技術経営があるが、これらに限定せず、

今後より広い分野で多様なニーズが増大していく

ことが想定されることから、専門職大学院の設置

の対象は特定の専攻分野のみに限定しないとされ

ている.
6)

しかし、どの専攻分野において専門職大学院を

構想する場合でも、上記の4つの視点からの考察

が必要となる。

3.学校教育と専門職大朝琵

本学大学院が、本来的に専門職大学院が目的と

する機能を帯びていることは従前から指摘されて

いるところである0 その意味は、学問的な研究の

みに偏らず、また教育現場におけるさまざまな現

象の把握とそれに対処するための理論的な基盤づ

くりゐみた埋没せず、そのような現象-の具体的

な取り組みを実施するための実践的な能力を育成

することが本学に求められているとすることであ

ると思われる。

本学が社会から期待されている機能をどのよう

に解釈するかということ、また本来的に本学はど

のような機能を果たすべきなのかということに関

しては、、必ずしも意見の一致があるとも思われな

い9また、厳密にみて、学校教育の分野に専門職大

学院がなじむのかという点も定かではない。 とり

わけ、学校教育分野においては、専門職大学院設

置の4つの現点のうち、授与資格については明確

なものがないのが現状である。

しかしながら、学校教育において、教師がそこ

で生じる現象に対して何らかの具体的な取り組み

を実施し、それによって実のある結果を導くこと

のできる実践的な能力を持つべきであるという`こ

とは否定すべくもないことであり、その意味にお

いて、学校教育の分野に教科教育に特化した専門

職大学院が設置されてしかるべきであると考える

ことは妥当である。
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教師が持つべき具体的な取り組みを実施するた

めの実践的な能力をどのように把握し、そのよう

な能力を身につけるためには何が必要であるとい

うことに関しては、かなりの意見の差があるもの

と思われる。それにもかかわらず、. 教師はそのよ

うな能力を持つべきであり、そのための専門職大

朝完は必要であるとすることができる。

もっとも、現行の修士課程の枠内で、、上で述べ

たような実践的な能力の育成を図ることも不可能

ではないかもしれない。 この場合には、現行の修

士課程の本来的な機能どおりに、学問的な研究能

力の育成に努め、それに加えて、実践的な能力の

育成も実現するということになる。

しかし、この場合には2つの問題が生じる。 ま

ず1つは、郵子の修士課程では、研究能力と実践

的能力の双方の育成が制度的には保証されないと

いうことである。 現行の修士課程の枠内では、実

践的能力の育成は希望的な付帯的目標とならざる

をえない。したがって、この付帯的目標が達成さ

れないことが多分に予期され、それが許容される

こととなる。

もう1つの問題は、2年間という期間が研究能

力と実践的能力の双方を伸張するのに十分かとい

う問題である。 もっともこれは、どちらの能力を

どの程度まで強調するかという相対的な程度問題

であり、同時に個人的な差にかかる問題でもある

ので、一律的に扱うべきものではないかもしれな

w.
ただし、研究能力と実践的能力の関係について

は、見逃すべきでない相互関係がある。 よい理論

はすぐれて実践的であり、優れた実践はしっかり

とした理論的基盤を持っているとしばしば言われ

るが、この意味における相互関係である。 このこ

とに関しては、後で触れる。

4.本学の専門職大朝完構想

本学で専門職大学院構想が検討されることとな

った時点で、いち早く、学校指導職専攻が提案さ

れた。
こ. の専攻では、「主体的・自律的で学校内

外に開かれた学校経営」を担い、「地域社会にも

視野を広げた、主体的で柔軟な学校改善者として

の経営力量やリーダーシップ」を発揮する校長を

はじめとする学校のリーダーを育成するための学

校経営専門職と、「各学校の自主性・自律的経営

を尊重し、各学校を専門的に助成・支援すること

を中心とした行政にシフトする」教育委員会にお

いてその役割を担うリーダーとしての教育長や指

導主事・管理主事を育成するための教育行政専門

職が構想されている。 7)

この学校指導職専攻は、いわゆる管理職の立場

の者を対象に、学校管理・経営的な役割を担う高

度専門職業人を養成するための場を提供するもの

である。
個々の単位学校の全体的な教育改善を実現する

ためには何が必要かという点から考えると、単位

学校の管理・経営的な面からの学校改善が必要で

あるのと同様に、個々の教室場面における個々の

教科指導を改善し、その質を高める教育改善も重

要な要件となる。

むしろ、学校教育の本質的任務は、個々の教科

の教育を中心とした営為によって学習者によるそ

の学習を支援することにあるわけだから、この学

校教育の本質的任務の遂行と、その疎善のための

努力と、そ,の実現のプロセスを指導できる人材を

高度専門職業人として認識し、その養成のための

専門職大朝堤としての専攻を構想することは当然

のこととなる。
このような観点に立ち、単位学校の教科教育の

改善を実現する人材を育成するための専攻を学校

教育実践コーディネータ専攻と名付けて、構想案

として提示した。

いわば、学校指導職専攻は、校長室から行われ

る学校改善を担う人材育成を目的とするのに対し、

学校教育実践コーディネータ専攻は、教育が行わ

れる直接的場面としての教室から行われる学校改

善を担う人材を育成することを目的とする。

本学の専門職大学院構想には、以上の2つに加

えて、次の2つも含まれている。

・発達支援教育指導者専攻

・健康・安全教育スペシャリスト専攻

発達支援教育指導者専攻は、特別支援教育の枠

組みにおけるとくに軽度発達障害を持つ乳幼児・

児童・生徒の診断、評価、支援、教育を行うスペ

シャリストの育成を目指している。
勾

健康・安全教育スペシャリスト専攻では、児

童・生徒にみられる健康課題に対して、その解決

を学校における健康教育を通じて積極的に図るた

めの「生きる力を育む健康教育」を実践し、推進
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することのできる人材を養成することを目的とし

ている。9)

・以上の4つの専攻は、学校教育専門職研究科と

して束ねられる。
以下では、学校教育実践コーディネータ専攻に

限定して述べる。

5.学校教育実践コーディネータ専攻

学校教育実践コーディネータ専攻の構想につい

て、その趣旨、役割、授業科目、修了生に期待さ

れる主要任務に分けて改めて述べる。

5.1.趣旨

学校教育が実践されるいわゆる教室現場におい

て、個々の教師の個人的な献身では対応しきれな

い問題が多々あり、これが現在の学校教育の抱え

る問題の大きな部分を占めている。 たとえば、高

校において、いわゆる輪切りの結果として最低ラ

ンクにある学校では、効果的な教育を行うことが

非常に困難な状況にあることが多い。 このような

場合、たまたま強烈な個性と旺盛な行動力と深い

認識を持った教師個人がねぼり強く長期にわたっ

て努力し、かつ生徒の中にそれに感応する者が居

たときにのみ奇跡的に状況が全体的に改善される

場合を除いて、個々人の努力は空しく、結果とし

て教師の側も生徒の側も無為に時間が過ぎるのを

甘受している現状がある。

ここまで極端ではなくとも、個々の学校におい

て、教室で実際の教科指画こ当たる教師の側で、

個人的なレベルでは解決しがたい問題が存在して

いることが多い。

このような現状において、個々の教師がそれぞ

れの教科の教育において直面する課題に対して教

師集団による協同的かつ組織的な取り組みと、そ

の成果を個別教科における教育の改善として実現

することが必須であるが、その場合において、そ

の取り組みを指導できる人材が各学校において必

要となる。

個別教科の教育改善においては、個別教科の特

性に限定されない、教科横断的な視野の基にそれ

がなされる必要がある。 そうすることによって初

めて、多くの教師が参加する幅広い協同的な努力

が可能となり、その結果として、すべての個別教

科の教育改善を図ることができ、合わせて学校全

体の教科指導を全体的に改善することが可能とな

る。

個別の学校単位における個別教科の教育実践を

改善することと、それを通した学校全体の教育改

善を実現することが必須であり、この改善プロセ

スおいてリーダ⊥シップを発揮できる人材を学校

教育実践コーディネータと呼ぶとすると、それら

を積極的に育成するためのコースが必要となる。
これを学校教育実践コーディネータ専攻と名づけ

る。

各学校がその地域において児童・生徒やその保

護者にとって魅力的で、効果的かつ効率的な教育

を実現することが今後ますます求められるが、そ

のためには、学校の管理・運営的な面における改

善のみならず、学校教育の本質的過程たる教室に

おける教育実践を改善することが必須となる。 そ

の改善の実現に伴う協同性と組織性及びそれを通

した教科横断的な視野の育成と、・その結果として

の学校全体の教育力の向上において発揮されるリ

ーダーシップに必要とされる専門性を勘案すると、

それを育成するための専門的なコースが是非とも

必要となる。
言うまでもなく、学校教育実践コーディネータ

は、.個別の学校における教科指導の改善を通して、

その学校全体の組織的な教育改革をも志向する者

であり、場合によっては、同一地区に存在する複

数の学校にまたがって、ノその地域の特徴に合わせ

て改革を実行することにもなる。

5.2.役割

学校教育実践コーディネータの役割を改めてま

とめると、以下のようになる。

個々ゐ学校が個々の教科指導等において抱えて

いる問題を、教師の協同的視点から、地域との関

わりも考慮に入れ、教師の協同的取り組みとして、

個別教科の教育を行う教科指導における改善とし

て解決を図り、その過程において学校全体の教育

力を高めるべく教育改革を行う際に、理論的にも

実践的にもリーダーシップを発揮できる人材を育

成するo

Qo



学校教育実践コーディネータは、学校経営とか

教育行政という管理・運営的な視点ではなく、あ

くまで教室における個々の教科の指導を中心とし、

その改善を実現する中で問題解決を図り、その過

程を通して学校全体の教育力の向上を図る取り組

みを行う際の指導者の役を担う者であり、その育

成は個々の学校ないしは複数の学校間にまたがる

教育改革において必須の存在である。

学校叡育実践コ-ディネ⊥タは、教育委員会等

との連絡調整を行い、校長とも歩調を合わせ、個

別教科に関してその専門家の助言を求め、地域行

政組織との連絡調整も行う必要があるので、学校

教育実践コーディネータ専攻はそのような能力の

育成の場を提供する。

5.3.授業科目

学校教育実践コーディネータ専攻では、暫定的

ながら、以下の授業科目を予定している。

カリキュラム開発論

教科学習目的総論(教科教育原論担当者)

カリキュラム開発・評価論(教材論担当者)

カリキュラム開発実践(実務家)

アクションリサーチ論

アクションリサーチ必要論(授業論担当者)

アクションリサーチ方法論(授業論担当者)

アクションリサーチ実践(実務家)

教育研究法論

データ収集法論(評価論担当者)

データ処理法論(評価論担当者)

教育研究法実践(実務家)

地域協同教育論

地域学習教材開発(内容論担当者)

広領域・複合蘭域学習支援論(内容論担当者)

地域協同教育実践(実務家)

教育テクノロジー論

新教育テクノロジー論(情報論担当者)

教育テクノロジー実践(実務家)

教育改革論

教育改革発祥論(該当者)

教育改革方法論(該当者)

教育改革実践(実務家)

5.4主要任務

学校教育実践コーディネータ専攻を修了した者

に期待される主要任務として、、以下のものが考え

られる。

(1)学校の実態及び教育目標に即してカリキュラ

ムの評価を行う。

・カリキュラムが学習者のニーズに合っているか

どうか調査する。

・学習者の学習実態、学習段階を測定する。

・需要に即したカリキュラムの開発を行う。

(2)教室における教育実践の質を高める取り組み

において中心的役割を果たす。

・アクションリサーチの実践を導く。

・問題を調査するための調査を行う(アンケート、

インタビュー)0

・教授法及び教授技術について研究する。

(3)教師の教授実践力を高めるという観点から教

師教育を行う。

・新任教師の指導監督に当たる。

・年配教師の再生を図る。

・定期的に教師全体に対して教育的な課題を提供

する。

(4)教室における新テクノロジー利用の普及をは

かる。

・新テクノロジーの教育的利用を図る。

・コンピュータソフトの効果的利用を進める。

・データ処理法の普及を図る.

(5)地域協同の推進を図る

・地味の特徴を把握する.

・教科指導との関連性を追求する。

・地域協力者の教育的オリエンテーションを行う。
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(6)教科書、教育用コンピュータソフト、教材

等の選択における助言を行う。

6. 参考事例:エキスパート教員

学校教育実践コーディネータ専攻構想の参考事

例として、平成15年11月15日の毎日新聞に

掲載された、広島県教育委員会が平成16年度か

ら導入することを決定したエキスパート教員(仮

称)の認証制度を紹介する。

エキスパート教員として認定されるのは、教科

指導や隼徒指導に優れた教員で、所属学校の教科

指導はもとより、それにとどまらず、県内各地区

での教員研修などでも専門的な立場から助言に当

たる役を担う0 公立小中高校などに計15人程度

配置される。 資格はとぐに規定はないが、あくま

でベテラン教員が鹿象となる。

.
この制度は、校長などの管理職になる道とは別

に、教育内容の専門家としての進路を新たに設け

るものとなる。 学校現場の昇任制度としては校長

などの管理職しかなく、-教師として現場で子ビ

ーもたちを教えたいという教員にとって、いわゆる

平教員でいるしかなかったのに対し、新しい可能

性を広げることになる。
広島県教育委員会では、

これを正式な昇任制度にすることも考慮中である

という。

このエキスパート教員としての認証制度は、学

校管理者とは別個に、子どもたちに直接的に接す

る教科指導者としての立場から教育改善を目指す

ものであり、学校療育実践コーディネータ専攻構

想に非常に近いものである。

広島廉教育委員会によると、エキスパート教員

の認証制度は全国で始めてであるという。 明らか

に、個々の学校の教育改善のためには、エキスパ

ート教員に期待される面からの改善努力が必須で

あり、すべての学校においてその必要性が緊急の

課題として認識されていると思われる。

したがって、広島県教育委員会によるエキスパ

ート教員の認証制度は、全国的な動向の先駆けで

あると考えるのが妥当で、他の都道府県や市町村

においても同様の試みが導入されるものと予想さ

れる。

教育界におけるこのような社会的な動向におい

て、学校教育実践コーディネータ専攻の必要性と、

それに対する期待は極めて高いものがあると判断

できる。

7. 現行修士課程との関係

学校教育実践コーディネータ専攻は、本学の現

行修士課程における教科・領域教育専修マースと

併置されるものとして構想されているこ

このことは、本学の専門職大学院構想において

きわめて重要な検討視点を提供する。 場合によっ

ては∴これが文部科学省でのヒアリング等におい

て、難点の1つとなる可能性もはらんでいる。 し

たがって、この点に関し、十分な考察を加えてお

く必要がある。 以下でこのことについて述べる。

なお、ここでは実務家教員を含む教員配置に関わ

る問題は触れない。

まず、学校教育実践コーディネーター専攻と現

行修士課程における教科・領域教育専修コースの

区別を、教科欄断的な視点と個別教科的な視点に

よって明確に区別する必要がある。

学校教育実践コーディネーター専攻において行

われる人材養成は、事例としての個別教科の教育

に現れる現象・問題に対する対処を通して行われ

るが、ねらいはその教科内に限定される対処法の

みを考察するのではなく、すべての教科指導に敷

術できる教科横断的な対処法ないしは指導上の原

理を志向することにある。

-これに対し、現行修士課程における教科・領域

教育専修コ∴スでは、あく草で個別教科の枠内に

とどまり、専攻する教科の特性に最大限特化して、

そこに現れる現象・問題に対する対処と、それを

支える理論を考察することになる。 さらに、現行

修士課程は、その基本的な機能が研究者養成にあ

ることを考えるとき、まさにそのような希望とそ

のための能力を持った学生も少なからずおり、そ

の者たちの希望を叶えるための場ともなっている

ことを指摘できる。

対照的に述べるならば、現行修士課程における

教科・額域教育専修コースでは、個別教科にこだ

わるスタンスをとるのに対し、学校教育実践コー

ディネーター専攻では、教科機断的なスタンスを

とることになる。

理想的に言うならば、個別教科ごとにその教科

に関わる高度専門職業人が配置され、それを専門

職大男琵において養成することが望ましい. しか

しこれは現実的ではなし㌔

・現実的には、教科欄断的な視野に立ち、その観

点における学習原理と指導原理を持ち、そこから

個別教科の現象・問題に対処することのできる能
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力を身につけた高度専門職業人を各学校に配置し、

その養成を専門職大朝堤で行うことになるであろ

う。

教科欄断的な視点を持ちながら個別教科の教育

実践を改善するという考え方には、以下のような

利点が考えられる。

・個別教科に限定されない、、比較的で相対的な

視点から個別教科の実践を考奉することがで

きる。 すべての教科の教育は、学習目標があ

り、教材があり、指導方法があるという点で

共通している。 基盤としてこの共通性がある

限り、教科横断的な検討視点はかなり強力な

ものがあると考えられる? つまり、ある教科

において言われる立派な授業は、他の教科に

おいても当てはまる面を数多く持っていると

いうことである。

・個別教科において、「何年生の壁」と言われ

る現象が存在している。 これは、たとえば抽

象化などといわれる認知発達の段階と関係し

ていると思われるが、これを教科横断的に見

ることによって、より一般的に把握すること

ができ、これにより、より効果的な対策を講

じることの_できる可能性がある。

このような日々教室で行われる個別教科の教

育実践の向上は、いわゆる学校の管理者では

なく、授業を実際に行う教師の側の協同的な

努力において取り組むべきものであり、そう

しないと成果も上がりにくいと思われる。

・個別教科の個別教師による授業の改善は、個

人的な努力では限界がある。 これは教師集団

によって協同的かつ教科横断的な視野を持ち

ながら行われることによって初めて目に見え

る成果が生まれてくる。

1つの懸念として、個別教科を超えた教科横断

的な視点に立っ原理的なものが存在しうるか否か

という問題があると思われるoこの点た関しては、

楽観的な見方ができる。 すでに述べたように、公

教育においては、すべての教科において、教育目

標と、それに対応した教材があり、学習者は教師

の支援のもとでその学習を行うという基本的枠組

みは共通している。

ここでの主要な過程は、学習者による学習過程

であり、それを支援する教師の教授過程である。

学習過程は認知的過程であり、それに情意的な要

因が作用するが、いずれの過程も根本的には普遍

的なもの、であって、個別教科には特定化されない。

したがって、教科横断的な原理をそこに求めるの

は無理なことではないと思われる。

8.学校教育実践コーディネータ専攻と教科の関

わり

学校教育実践コーディネータ専攻が持ら教科横

断的な性格からして、教科の関わりは、個別教科

の教育において現れる具体的な現象・問題-の対

処と、それを通した教科横断的な視野の育成とな

る。

これと同時に、個別教科に偏らない視点から教

育方法論などを論じる教育学分野の関わりも必須

となるであろう。 むしろ、教育学分野を基盤とし、

その共通的な基盤の上で個別教科分野が関わって

いくという形がもっとも望ましいと思われる。

専門職大学院の学校教育実践コ-ディネ,-タ専

攻構想における教育学と教科教育学の関係はいわ

ば車の両輪の関係であり、教育学にあっては、そ

の一般性から個別教科性-の接近が行われ、教科

教育学の側からは、その個別性から一般的な原理

-の志向が求められる。
両者の側からの相互の接近が行われてこそ、学

校教育実践コーディネータ専攻構想の実現が可能

となる。

最後に、専門職大男堤としての学校教育実践コ

-ディネ「タ専攻において養成することになる高

度専門職業人としての学校教育実践コーディネー

タに求められる実践的能力と理論的能力との関係

について述べる。
個別教科の教育に現れる課題・問題に対してこ

れを解決し、教育改善を実現するためには、その

課題・問題に対する処置がその場限りのものであ

ってはならないoその解決がいわゆる対症療法的

なものであったなら、その解決法はその間題のみ

に当てはまるものにすぎず、一般性を欠くことに

なる。
したがって、学校教育実践コーディネータに求

められる実践的能力は、理論的な裏付けが必要と

なる。個々の課題・問題に対して、理論的な把握
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がなされてこそ1枚性につながる実践的な解決が

可能となる。とくに、教科横断的な視野に立っこ

とが求められる学校教育実践コーディネータには、

個別教科に係る⊥般性のみならず、それに通底す

るより広い意味での理論的な知識が必要となって

くる。

すでに述べたように、よい理論はすぐれて実践

的であり、優れた実践はしっかりとした理論的基

盤を持っているが、この意味において、少なくと

も学校教育実践コーディネータの養成において求

められる実践的能力は、理論的な裏付けが必要と

な、.fc*.
専門職大学院における実践的能力の強調は、実

のところは、なおさら理論的な能力の育成が必須

条件とならざるを得ないことを銘記すべきである。

て」、(答申)(平成14年8月5日)、『兵庫教育大

学専門職大学院調査検討ワーキング中間報告劃

(概要)に所収

7)『兵庫教育大学専門職大学院調査検討ワーキン

グ中間報告書』(概要)

8)『兵庫教育大学専門職大学院調査検討ワーキン

グ中間報告書』(褶要)

9)『兵庫教育大学専門職大学院調査検討ワーキン

グ中間報告書』(概要)

注

1) 「大学院における高度専門職業人養成につい

て」 (答申) (平成14年8月5日)、 『兵庫教育大

学専門職大学院調査検討ワーキング中間報告書』

. (概要)に卵

2) 『大学院設置基準』 (昭和50年4月1日施
行)

3) 『専門職大学院設置基準』 (平成1 5年3月3

1日施行)

4) 「大学院における高度専門職業人養成につい

て」 (答申) (平成1 4年8月5日)、 『兵庫教育大

学専門職大学院調査検討ワーキング中細報告書』

(概要)に所収

ただし、法科大学院においては、標準履修年限

が3年とされ、学位も「法務博士(専門職)」か

「法務博士(専門職学位)」となる。 (「専門職設

置基準及び大学院における高度専門職業人養成に

ついて」 (答申))

5) 「大学院における高度専門職業人養成につい

て」 (答申) (平成14年8月5日)、 『兵庫教育大

学専門職大学院調査検討ワーキング中間報告書』

(概要)に所収

。 「大学院における高度専門職業人養成につい
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